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＝国の制度変更を鵜呑みにする岡本市政と対決！唯一の日本共産党＝

大東民報の議会報告版を「大東民報」から
｢だいとう議会報告｣(仮称）に改めましたが、
皆さんからふさわしい題名を募集します。 　

　私どもが多くの賛同者の署名を付けて市議会に提出し、趣旨説明も予

定しておりました「市内巡回バスの増便を求める陳情書」が、別に提出

された「請願と同主旨である」との理由で、議題として取り上げられな

かったことは、まことに遺憾です。

　私どもは、貴議会において「陳情」を「請願」に準じて取り扱って貰

えると聞いていましたので、「陳情書」を提出しました。

　ですから今回、貴議会が出された結論は、貴議会が標榜されている「開

かれた議会」に反し、市民の切なる声を聴かない態度といわざるをえま

せん。

　また他団体が提出された「請願」が巡回バスに関するものであっても、

我々の「陳情」と全く同じ内容とはいえず、違う団体を同一扱いするの

は納得がいきません。

　以上から今後、こうした取り扱いがないよう、ここに申し入れます。

巡回バスの増便を実現する会

　　　　　　　　　　　　　　　代表　堤　保彦

「巡回バスに関する陳情書」の取り扱いについての申し入れ

大東市議会議長　　内海　久子殿

　　　同議会運営委員長　川口　志郎　　

　2008,9,16
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　周知の埋蔵文化財包蔵地における無届土木工事について（通知）

　平素は本府の文化財保護行政にご協力をいただきありがとうございます。
　今般、大東市平野屋1丁目 315番、316番、318・1番、318・2番に所在する埋蔵文化財包蔵地
「平野屋新田会所跡」において、所有者により文化財保護法93条の 1に基づく届出が提出され
ないまま土木工事が行われるという事態が生じました。
　平野屋新田会所跡は、江戸時代の河内の新田開発に係る会所遺構が良好に残る全国的にも貴重
な遺跡です。本府教育委員会は大東市教育委員会とともに、所有者に対してその重要性の理解を
求め、その価値の保全について協議を重ねてきましたが、このたび大東市教育委員会との事前協
議や所定の手続きが踏まえられないまま工事が行われ、埋蔵文化財がき損するに至りました。本
府教育委員会といたしましては、所有者に対して今後二度とこのような事態を招くことのないよ
う、文化財保護法の趣旨を十分に理解の上、同法を遵守するよう申し入れたところです。
　つきましては、事態の重要性に鑑み、貴職に通知いたしますので、貴管内におかれましても開
発関連部局等との連携を一層強化していただき、埋蔵文化財の保護に努めていただきますようお
願いいたします。

２００８年９月１９日撮影


